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開始 午前 10 時 00 分 
司会 
皆様お揃いでございますので、これより第７回熊本市行政区画等審議会を始めさせてい

ただきます。本日はご多忙の中ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。早速

ではございますが本日配布いたしております資料の確認をさせていただきます。お手元に

１枚もので「会議次第」「席次表及び出席者名簿」冊子で「会議資料」「行政区画の編成 区

役所の位置の修正意見区割り案」「行政区画編成等に関する要望・陳情・提案等」「住民意

見について」、各種地図関係、以上７種類の資料を配布いたしております。不足等ございま

したら事務局までお申し出いただきたいと存じます。なおここで資料の訂正をお願いいた

します。会議資料の９頁でございます。恐れ入りますけれども会議資料の９頁をお開きい

ただきたいと存じます。９頁の１の「熊本市の区バスに対する考え方」の２行目でござい

ます。「区役所と 寄りの鉄軌道の駅」の「きどう」という文字が間違っております。正し

くは車辺に漢字の九と道の「軌道」でございます。汽車や電車のレールが敷いてある道の

ことでございます。お詫びをして訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 
それではお手元に配布しております会議次第に従いまして進めてまいりますのでよろし

くお願いいたします。会議に先立ちまして桑原会長よりご挨拶をお願いいたします。 
 

桑原会長 
 おはようございます。第７回となりますけれども熊本市行政区画等審議会を開催させて

いただきたいと思います。前回の第６回は２月２２日に開催いたしましたので、それから

一月ちょっと経過してしまいました。少し日程調整とかうまくいきませんで、間が空いて

しまいましたことを皆さんにお詫びさせていただきたいと思います。前回は、住民説明会

あるいは住民アンケート調査、それからパブリックコメントの中で市民の皆さんからたく

さんのご意見やご要望をいただきまして、それと合わせて自治会、町内会あるいは市議会

の会派等々からの要望、陳情も合せて皆さんにご覧いただいて、それも踏まえたご意見を

いただいたところでございます。この第７回を開きます前に、皆さん方に文書で照会させ

ていただきまして、そうしたものを踏まえた上で皆さんから区割り、それから区役所の位

置につきまして新たな提案あるいは修正のご意見があれば文書でお出しいただいて、この

第７回の審議会で議題としてあげさせていただきたいということをお願いしました。お手

元にお配りしておりますけれども、いくつかの提案をいただいておりますので、本日はそ

れを基にして議論を進めたいというふうに考えております。今年度も今日を入れて３日に

なりましてこの審議会の答申はいつごろになるのかというご質問をここに来た時にも何人

かの方にいただいております。私としても少し精力的に審議を進めたいと思っておりまし

て、私の希望としましては４月の前半ぐらいにはこの審議会としての案を取りまとめて市

長さんに答申したいという希望を持っておりますが、皆さん方のご理解をいただければと

いうふうに思っております。そんなことで本日の審議を始めさせていただきたいと思いま



すのでどうぞよろしくお願いたします。 
 
司会 
 ありがとうございました。 
 続きまして委員紹介となっております。お名前をお呼びいたしますのでご起立のうえお

言葉をお願いいたします。熊本市議会議長の交代に伴いまして新たに委員となられました

熊本市議会議長 坂田 誠二 様でございます。 
 
坂田委員 
 皆さんおはようございます。３月２日の議会の冒頭で４９代目の市議会議長に就任いた

しました坂田でございます。よろしくお願い申し上げます。 
 
司会 
 ありがとうございました。 
 それでは、熊本市行政区画等審議会要綱第５条第１項の規定によりまして「会長が会議

の議長となる。」となっておりますので、ここからの進行を桑原会長にお願いいたします。 
 
会長 
 それでは議事に入りたいと思いますが、審議に入ります前に会議の成立について事務局

からご説明をお願いします。 
 
事務局 
 本日は、委員２８名のうち２６名の委員の皆様のご出席をいただいております。従いま

して、熊本市行政区画等審議会要綱第５条第２項の規定により本日の会議が成立している

ことをご報告申し上げます。 
 
会長 
 ありがとうございました。本日の会議は成立しているというご報告でした。 
 それでは、議事に入ります前に前回の第６回の審議会におきまして、大久保委員と上村

委員からご質問がありましたので、それについての回答を事務局の方からお願いいたしま

す。 
 
事務局 
 失礼して着座してご説明させていただきます。 
 お手元の会議資料の５頁をお開きいただきたいと思います。前回、大久保委員の方から、

その区役所でなければ処理できない業務についてのご質問がございましたので、それにつ



いてご回答申し上げます。現在、本市が考えております区役所の機能でございますが、５

頁の表の右側に書いてありますように、現在、本庁で行っております１８課の業務の中で

※を付けさせていただいている課は、欄外に書いてありますように総括的な業務を除いた

ほとんどの業務が区役所業務となる部署でございます。これらの課は農業部門を除きまし

て、ほとんどの業務が電算化されておりますのでどの区役所でも対応ができます。但し、

一部につきましては、その区役所まで市民の方が直接出向かなければ処理できないような

業務がございますので、それをご紹介申し上げたいと思います。７頁をお開きいただきた

いと思います。７頁が、市民の方が直接区内の区役所に行かなければ処理できない事務で

ございます。現時点で考えられておりますのは①生活保護の決定後の第１回目の支給。そ

れとケースワーカーが何度訪問しても連絡が取れない場合などの不定期的な相談。②ごみ

ステーションの設置届出受付。③農業土木（農業集落排水事業）等の新設、改良に対する

陳情や要望。④でございますけれども、これは従来どおり土木センターでも受け付け可能

でございますけれども、道路、側溝等の新設、改良等に対する陳情や要望。⑤外国人の方

の転入や更新の手続き。但し、これは法改正があっておりまして平成２４年７月から住民

基本台帳への記載が確定しておりますので平成２４年４月から６月までの３カ月間だけで

ございます。この間につきましては外国人の方は転入、更新手続きをするときはその所属

する区役所に直接行かなければならない事務でございます。 
 続きまして上村委員からご質問がありました区バスにつきましてご説明いたします。資

料の９頁をお願いいたします。ここに「熊本市の区バスに対する考え方」ということで書

かせていただいておりますけれども、政令指定都市移行を見据えまして現在本市では区バ

スの導入を検討いたしております。このスケジュールでございますが２、の（１）でござ

います。平成２２年度当初予算に調査研究費９４６万円を計上させていただいております。

平成２２年度につきましては、区バスの運行計画案の策定、あるいは区バスの導入スキー

ム案の策定、さらには市民の皆様の意向調査等ここに記載してあるような業務につきまし

て調査をやりたいというふうに考えております。平成２３年度につきましては、地元との

意見調整を実施いたしまして道路運送法に基づきます「地域公共交通会議」というものを

設置いたしまして、運行計画を国道交通省の方に提出し平成２４年度冒頭の４月から区バ

スの実証運行を開始したいというふうに考えております。１０頁１１頁をお開きいただき

たいと存じます。まず区バス等を導入しております先進の政令指定都市をここで一覧表と

して上げさせていただいております。現在、まだ相模原がなっておりませんので１８の政

令指定都市のうち、札幌と広島を除く１６の政令指定都市で区バスが導入されております。

この導入の方法は委託でございますとか補助金等それぞれやり方は違いますけれどもここ

に記載しておりますように１６の政令指定都市で区バスが導入されております。次に１１

頁をお願いいたします。これは区バスとは関係ございませんけれども、県内でも６市で地

域循環バスというのを運行されております。一番多いのが水俣や合志市の６路線、一番少

ないのが山鹿の１路線でございますけれども、それぞれ行政が運営補助、あるいは委託等



を実施いたしまして住民の皆様の足を確保しているという状況でございます。以上でござ

います。 
 
会長 
 ありがとうございました。今のご説明につきまして何かご質問がありましたらお願いい

たします。 
 はい、坂田委員。 
 
坂田委員 
 この区バスの導入ですけれども、確かに区役所を中心として５区になるのか６区になる

のかどういう形になるかわかりませんけれども、現実的にどちらかというと今熊本市は１

１放射の中心に向かっての道路網が出来ているんです。ところが、どこの区役所に行くに

しても、例えば東部とか中央は現実的に道路網、市電いろいろな形であると思うんですけ

れども、北、西南部については環状道路というのは現実的に熊本の場合は特に無いんです。

そうすると一つのこれは予算を何億か何十億か掛けるのであれば確かに区バスの導入は現

実的にできると思いますけれども、例えば西南部にしてもどこになるか知りませんけれど

も、そういう中で一つの区を循環してどういう形で３０分ごとに出すのか、１時間ごとに

出すのか。車と人件費で大変な予算がいると思うんですよ。だから単に区バスを出すとい

うのは立派なことですけれども、どういう形で、時間帯で路線を回すとかそういうふうな

ことが現実的に出ないと今の時点ではこう書いてありますけれども、なかなか私たちもい

いとも言えないと思うんです。皆さん方もこういう中で私たちもいいですよということを

出して後になって予算的にかかりますからこれはちょっと難しいですよとなるとまた住民

の方々からいろいろな形で出てくると思うんです。その辺はしっかり行政の方も単に区バ

スを出すということではなくて、ではどこにしてどういう形で先ほどから言いますように

何分ごとに出しますとか、その辺が見えないとなかなかこの場で賛同するとか言えないと

思いますけれども。以上でございます。 
 
会長 
 それでは事務局からどうぞ。 
 
事務局（交通計画課） 
 交通計画課の中村でございます。今、坂田委員おっしゃいましたように熊本のバス路線

につきましては基本的には交通センターを中心として１１放射というふうな形で中心部に

バス路線が向かっていると。今後区割りによりましておっしゃいましたように西部、北部

そういったところで区役所の位置まで地域循環バス、コミュニティーバスを回すとした場

合に基本的に採算がとれるバスであればバス業者が行うわけでありますけれども、実際に



全国的な例を見ましてもなかなか採算性とかそういったもので大きく赤字が予想されると

いうことでございます。今度の調査におきましてはこのように導入する場合の基準、新潟

市におきましても実証実験を重ねながら収支率が３割に満たなければなかなかそれも出来

ないと。新潟に置きましても埼玉に置きましても今予算で１億５千万ぐらいの事業費で行

っておりますけれどもこれを住民の要望に従ってすべて賄うということになりますならば、

かなりの予算が必要になってくるだろうと思います。したがいまして２２年度の我々の調

査といたしましてはある程度の需要が見込めるところでどのくらいの経費がかかるのか、

どういった運行ができるのかということについてまずは調査をさせていただきたいという

ふうに考えております。 
 
会長 
 ありがとうございました。第３回だったかと思いますが、私は静岡市に行ってきてコミ

ュニティーバスに乗っていろいろ見てきたんですけれども、それについて申し上げれば本

数は１時間に２本か３本が区役所とか公共施設とか団地とかぐるぐる回るのがあります。

その時に確か費用も出してもらったかと思いますが、数千万ぐらいだったかと思います。

何十億ということには少なくともほかの団体ではなっていないと思います。 
 
坂田委員 
 今会長おっしゃられましたけれども、熊本の場合はどちらかといいますと中心部に関し

ては住宅も密集しております。だけれども、今回合併された植木、城南、北部もそうです

けれどもやはり田舎です。そういう地域が多いわけです。そういう中で都心のところは意

外と赤字的にも。ところが熊本の場合どちらかというと田園地帯が多いわけですからそう

いうような中で乗り手は少ない。今の現状としましても、東バイパスの先達てから行って

おります日赤と市民病院のあちらの方にしても現実的になかなか乗車が少ないというよう

なことですから、区バスというような感じで田園地帯と回るそういうような中で赤字はも

ちろんだと思うんですよ。それと先ほどから言いますように面積的な問題が１回回るのに

どこまでかかるのか、地域もあそこまでやってきて私たちの所までとそういう近くまでと

いう要望が出てくると区内をある程度満遍なく回らないといけないと。１周してくるのに

どのくらいかかるのか、その辺も現実的にわかないわけですよね。その辺が出ないと私の

思いとしてはここでなかなか良い悪いというのは言えないという気持ちでございます。 
 
会長 
 はい、わかりました。今のようなご意見も踏まえて区バスの問題についてはご検討くだ

さい。上村委員と大久保委員はよろしいでしょうか。 
 それでは、議事に入りたいと思います。前回に引き続きまして本日の議題「行政区画の

編成及び区役所の位置について」ということでございます。前回の審議会では住民説明会、



パブリックコメントそれから住民アンケート等で住民の皆様からいただきましたご意見、

それから各種要望書、陳情書などについての報告を受けまして皆さんからのご意見をお伺

いしたところでございます。その上で前回の第６回の審議会におきましては第３回目の審

議会で決定いたしました行政区画の編成の基準、区役所の位置の基準についてはこの基準

に従って今後とも議論を進めようということで皆さんに再確認をさせていただいたところ

でございます。本日は、委員の皆さんからそうした住民のご意見、あるいは要望書、陳情

書等を踏まえましていくつかの案を提案していただいておりますのでそれについて審議を

進めたいと思います。前回、既に大澤委員、戸内委員から４区とする案を提出していただ

いておりますが、それにつきましていくつかの案がお手元の資料に掲載されておりますの

でそれについての審議を進めさせていただきたいと思います。資料はこの会議資料の１５

頁からが委員の皆さんから頂いた意見ということでございます。合わせまして、お手元に

「行政区画の編成」「区役所の位置」の修正意見区割り案の地図も別途の資料として配布さ

れておりますので両方を見比べながらご覧いただけたらというふうに思います。そうした

ご意見が提出されたわけでございますので提出していただきました委員さんから 初に提

出していただいた理由、あるいは考え方について委員の皆様にご説明していただきまして、

その後議論をしたいというふうに考えております。それでは順番に進めさせていただきた

いと思いますけれども、 初に３区案４区案ということで意見を出していただきました赤

星委員からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
赤星委員 
 毎回あいうえお順で大変恐縮でございますけれども。私もこの間学園内の学内とか立場

を福祉関係に置いておりますのでご意見をいただいておりまして、私の意見というのはこ

れまで述べてきた意見を案としては区に直したらこのような形になるのかなということで

意見とし述べさせていただきたいたものでございます。そこに書いてありますように、市

民の自治権というのは選挙で反映して議会制民主主義が基本でございますので市議会がど

ういう構成で成り立つかということを考えます時にこういう考えが必要ではないかという

ことと、それから私はあんまり意見、不満が出るということは今の現体制に私自身も水前

寺に住んでおりまして大変便利で市民センター及びあちらこちらで利用できる。そういう

不満がない中で新たな区割りになってのみんなの戸惑いといいますか、今までの流れに対

しての戸惑いというのがあるのではないかと。ただ、今日の区役所のご説明を聞きますと

生活保護の申請も区役所でいい、本庁に行かなくてもいいということなんかがもう少し浸

透すればこの辺は改善するのかなと思って聞いておりました。それからやはり財政難とい

うことで熊本市も全国的になんですが、こういう中で少数の区割りが妥当ではないかと思

いますし、それとそこに書いたのは特例区にすごく大きな予算が配分されているという新

聞を見ましてこれとどんなふうに関係するのだろうかという気持ちがあったわけです。予

算というのが植木町の合併に伴ってのいろいろな不利益を十分予算で克服するためのもの



としたらそれはそれとして使うというふうな考えになるのではないかなと思った次第です。

それで区案としてはこの４区案を出したんですが。それから区役所の位置もやはり財政的

なことから考えたんです。特に城南はみんなで行きましたよね。あそこも植木も建物も立

派ですし、そういうことで出して免許センターの跡地の方よりもお金が少なく済むのでは

ないかということでこういうふうに出しているわけです。あくまでも財政的なことです。

そして、補足意見で出しているようにこれに固執する気はないんです。私のこれまで皆さ

んに述べてきた意見で提案したものでございますし、そういう意味で６回審議会で提案さ

れた４区案というのも同意できるのではないかということです。ただ、皆さん５区案で出

されておりますし、それはそれとして検討して私の案に固執する気はまったくございませ

ん。以上です。 
 
会長 
 ありがとうございました。ちょっとだけお答えますと、植木町、城南町へ大きな投資が

行われるのは合併特例区ですから今回の行政区とは直接関係ない話なんですね。合併する

に当たって一体的な熊本市を作るためそういう取り決めがなされてそれに沿って予算が執

行していくということですので直接私たちの仕事と関係はないわけです。 
 
赤星委員 
 そうすると合併して区になりますよね？その予算を持ってきた区が出来上がるわけでし

ょ？ 
 
会長 
 どういう区割りをするかによりますけれども。いずれにしても旧植木の区域、あるいは

城南町、富合町の区域には合併の際に了承された事業は執行されるということです。 
 それでは続きまして、同じ４区の案を提出されております戸内委員、大澤委員からご説

明をお願いいたします。それでは、大澤委員お願いいたします。 
 
大澤委員 
 私ども城南町としては補足意見で書いてありますように当初６区案ということでまいっ

ておりましたけれども、今回いろいろなご意見等を踏まえた上で４区案ということを出さ

せていただきました。特にこの４区案の特徴は交通の利便性を重視したことと、当初の５

区案では富合町の旧役場が区役所という位置になっておりましたけれども、各意見を十分

に考慮した結果、位置の変更を求めているということでございます。特に私ども審議会と

しては市民の方々に意見と聞くということで今回多大な労力と経費をかけて聞いているわ

けですから、そのような意見を少しでも反映した区割というようなことをもとに５区案を

修正した上で４区案をださせていただきました。特にこの中では先ほど言いました交通の



利便性ということを十分に検討した結果でございますが、Ａ区の方は私どもとしては清水、

北部地区が非常に反対があるということからも、あまりここには考慮といいますか、そこ

まで踏み込んだ考えは出しませんでしたが、Ｂ区、Ｃ区につきましては５区案のＢ、Ｃを

基に一部校区の各意見をもとにして入れ替えたということでございます。特に市民のこれ

までの生活圏域、交通の移動範囲というものを考慮して一応４区案として出させていただ

きましたのでご検討いただきたい。ただ、富合区役所の案の位置を変えるというようなこ

とから経費的には若干高くなるということもあろうかと思いますけれども、将来的な見通

しをもとにあってはその地域の発展性を考えた場合十分可能ではないかという見通し、そ

れからＣ区については旧免許センターを区役所とするならばもっと利便性が高くなるので

はないかということも考慮した結果でございます。どうぞご検討いただきたいと思います。

なお、補足につきましては戸内委員の方にお願いします。 
 
会長 
 それでは戸内委員、補足を。 
 
（戸内委員 なしという意思表示） 
 
会長 
 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 
 それでは続きまして、５区の修正案を提出されておられます江藤委員からご説明をお願

いいたします。 
 
江藤委員 
 説明なし。どうぞそのまま進めてください。 
  
会長 
 そうですか。ご説明ないということですので。 
 それでは同じ５区の修正案ですけれども、大久保委員と崎元委員から同じ案が出されま

したのでこれを１つの案として皆様方に資料としてお配りさせていただいております。ど

ちらからご説明されてもいいのですが、それでは崎元委員お願いいたします。 
 
崎元委員 
 文章がちょっと短いので資料が間に合わなかったようですのでご説明をさせていただき

ますが、図面の方は５区案の③というふうに書かれたものをご覧いただきたいと思います。

これは基本的には５区の原案を以前までは考えていたんですが、議論の中で大久保委員が

非常にいいご意見を出されたので私としてはそれに賛同するという立場で現５区案を修正



すると。 
 
会長 
 お手元に資料で地図の網掛けしたある部分はこの審議会で市民説明会などにこの審議会

の素案のたたき台ということで出した案。そして修正のご意見があった部分を赤で書いて

ありますのでそういうことでご覧ください。すみません、お願いいたします。 
 
崎元委員 
 ３点ございまして、１点目はＤ区です。北の方の東側。龍田公民館管理の５小学校区域

です。この５校区を北のＡ区から東のＤ区へ移すというのが１点。それから２点目は東と

中央とのＤ区とＣ区の境界で中に食い込む形になっていました西原校区です。歴史的に帯

山からの分校的な新設という形で発展してきていますのでこの帯山校区との一体感を考え

てＤ区からＣ区に移すというのが２点目。それから３点目は西の方と南に関係しますが、

海を持つ地域という考え方で、旧飽田、天明の地域をＥ区からＢ区に入れるということで

す。以上により人口が１０万から２０万程度の今までの案の中では も人口差の少ない５

区案ということになります。当初審議会で定めた原則を比較的よく守っている。また面積

的にも均衡しているので人口密度あるいは市民の便益にもバランスの良い案だと考えます。

修正というのはパブリックコメント等、市民への説明の時に出された意見の全部ではあり

ませんがそういうのを取り入れつつ、地域の発展、特性を考慮した案ということが 大の

特徴でございます。これは第５回、６回の会議で大久保委員から北の方の地域の植木、旧

北部、高平、城北、清水、麻生田までなりますけれども、これは合志市あるいは山鹿市、

玉名市への熊本の連携の基になる地域で北の方の農業地域、南の方の住宅地域がございま

すけれども、これを中心に都市間の連携を深めていける地域であるというコンセプト。そ

れから龍田から東側を含めＤ区の部分は菊陽あるいは益城といったところへの連携を深め

つつ都市づくりをしながら大津、阿蘇への広がりとネットワークの中心となるというふう

に考えられます。日吉、日吉東、田迎から南が富合、城南地域は嘉島あるいは宇城、宇土

までを含めた都市づくりの中心エリアになるという都市の発展が考えられる。西の方は熊

本で唯一海を持っておりまして熊本港あるいは来年の新幹線駅舎等を持った地域でもあり

ますから天草あるいは長崎に向けたエリアとしてのまちづくりが考えられると。こういう

地域の特性というものと発展性を考慮して従来の条件をほぼ満足しつつ均衡あるバランス

をとった案だということで５区の原案の修正という形で提案させていただきました。 
 何か補足的に大久保委員の方からあればお願いいたします。 
 
（大久保委員 なしという意思表示） 
 
 



会長 
 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 
それでは同じ５区の修正のご意見を提出されておられます米村委員からお願いいたしま

す。 
 
米村委員 
 私たちの地域住民の要望といたしましてまず５区案です。なぜかと言いますと河内、中

島、飽田、天明というのは有明海沿いでございまして海苔の生産者が居られるわけです。

それから松尾から飽田、天明はナスの生産地でございまして今ＪＡ組合員が１６０名ぐら

いおられます。そのようなことで飽田、天明は海岸沿い地域形態が一緒でございますので

Ｂ地区に入れてくれという要望です。それからもう一つは外国から密航者あたりがござい

ますので沿岸警備協力隊という隊が出来ております。それに寺崎副市長が会長で漁協組合

長と私たちが副会長になっておりまして、漁業をされていらっしゃる方は船を持っておら

れますのでいざという時は船を出して協力するということから修正案としまして５区案の

④を要望されておられます。以上です。 
 
会長 
ありがとうございました。 
修正案としては以上なんですが、合わせて５区案の修正の意見を出されておられる方い

らっしゃいますので順番にご意見をお伺いしたいと思います。５区案修正のご意見を提出

されておられます上村委員お願いいたします。会議資料は１６頁です。 
 
上村委員 
 修正のところは区役所の位置のところで編成については修正なしということです。まず

は行政区域の資料の方に編成についてというようなことを指摘をしておりますけれども、

これは言うならば政令市になった場合には区役所を設置というのが必置とされております

のでその内容を十分に理解した上で審議をするのとそうでない中での審議というのはおの

ずと違ってきますので、なぜ政令市になれば区役所が必要なのかという理解を深めて審議

をした方がより実りのある区の設置が出来るのではないかということで敢えて書かせてい

ただきました。この区役所の設置の目的を達するためには６区案とか３区案、４区案とい

うのも出されておりますけれども、５区案の方が一番適切というような立場に立って５区

案を支持する４、５点ばかりの理由をそこに述べております。１つは、人口規模にバラン

スがとれているため区役所間の連携がスムーズに取れやすく、しかも効率的な職員配置の

もとに均衡の取れた区政が期待できるというのが１つ。それと区民と行政が身近な結びつ

きのもとに連帯をして市民協働のまちづくりが期待できると。特に、ご存じのとおり４月

から自治基本条例が施行されることになりますと特に住民と協働のまちづくりというのが



本市の基本となるわけでありますので、そういう時に１０万から１５万程度の人口規模が

行政と市民とが向き合う、いわゆる顔が見えやすいというのが条件下にあるのではないか

と思います。それから３番目につきましては、保健福祉センターというのがありまして乳

幼児や高齢者を中心に市民の健康と福祉に関する事務事業が行われておりますけれども、

仕事の内容は、例えば保健師さんが家庭に出向いて食育とか健康のアドバイスや情報提供

をするなり、あるいは乳幼児等を中心に集団検診や予防接種が施設で行われます。区の数

次第によって１つでもカットされるということになると住民の利便性が損なわれるという

ことになりますのでそこからも５区制というのが非常に必要ではないかと思っております。

それから４番目は、効率的な職員の配置によりまして少なくとも今の市民センター、総合

支所の機能につきましては、現状維持を保つことができるということです。それから区バ

スにつきましては、先ほど質問に答えていただきまして、運行そのものにつきましては期

待されるものがあるわけですけれども、先般も申しあげましたように、要は利用者を確保

するような路線の選定をしなければ赤字路線に陥って将来廃止というような事態も当然予

測をされるわけでありますので、そういうことにならないように前段のコース決め、調査

あるいは市民からの要望等を十分に踏まえて区バスの路線を選定をしていただきたいとい

うことを強く要望しておきます。それから区役所の設置の場所ですけれども、いろいろ要

望、陳情等を見ましたところ免許センターあるいは市営バスの小峯営業所等も出されてい

る関係でここらあたりについてはＤ地区ということになりますけれども再検討をしてもい

いのではないかという指摘をしております。それからＥにつきましては、人口密集地や交

通アクセスの面からも再検討してもいいのではないかということで指摘をしております。

そしてこれも先ほど質問に対して答えられておられますので理解をいたします。要はここ

らあたりを市民に啓発といいますか、説明責任を果たしてもらわないと区役所域が独り歩

きするような状態になっている向きになっておりますので、ここらあたりを少しでも理解

をしてもらうための説明責任を果たすことによって、だいぶん区割りに対する見方も変わ

ってくるのではないかと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。それから昨日事

務局に送りましてそこの資料には掲載されておりませんけれども、そのようなことを集約

して私の行政区画編成に対する基本的な考えということで４点口頭で申し上げますと、１

つは「バランスがとれた人口規模による職員の効率的な配置」「新旧市民の一体化を図るこ

とを根幹にした区画の編成」やはり合併をするわけですので同じ屋根の下でまちづくりあ

たりの行動をすべきではないかと考えます。それから「市民センター、総合支所の機能の

確保」少なくとも現状維持と。それから「区バスの運行」この４つを私に行政区画の編成

に対する基本的な考えということで出しております。私は区割りの修正を考えましたけれ

ども、１箇所見直しますとそれがずっと他のところに波及をするとか、各方面から出され

ております要望、意見に対してとても応えきれないというようなこともありましてこの原

案のまま５区案を支持という立場で指摘をさせていただきました。以上です。 
 



会長 
 ありがとうございました。 
 もう１人５区案の修正の意見を植村米子委員が出されておられますけれども、本日ご欠

席ですので私の方からご説明させていただきますと、お手元の会議資料の１６頁の一番下

のところからです。４区について審議会で話し合いをしていただきたい。但し、植村委員

ご自身は現在の保健福祉センターの役割などを考えると熊本市の各保健福祉センターが所

在している５区の案でいいのではないかと考えるということです。それから、その中で区

役所の位置についてＥ区の位置は予算上どうしてもだめであれば富合総合支所でも仕方な

いと思うが、多くの人の提案があったように川尻校区の方がいいのではないか。具体的に

植村委員はフェイス学院の跡にすれば可能ではないかというご意見を寄せていただいてお

ります。以上が修正のご意見ということでございます。 
 続きまして、５区の案について今回５区の案に賛成しますというご意見も文書でいただ

いておりますので文書をお出しいただいた委員さんに順番にご説明をお願いしたいと思い

ます。中尾委員、岩永委員、南委員、新立委員からご意見をいただいております。なお、

南委員については本日ご欠席ですので一番 後に私から説明をさせていただきます。それ

では中尾委員お願いいたします。 
 
中尾委員 
 会議所の中尾でございます。今議長からご説明がありました基本案ということでまとめ

ておきました。この計に至るまでを振り返ってみますと、６年ぐらい前です。この合併特

例法が切れかかった時に今日いらっしゃっておられます江藤委員のお伴をして霞が関へ出

掛けて行って総務省にお願いしたことを鮮烈に記憶しております。幸いにあと５年間の延

長ということを認められまして、その間一生懸命合併ということに的を絞ってやってきた

わけですけれども、幸いに出来上がりました。２、３日前合併のことが承認されましてあ

とは手続きを踏まえて政令指定都市へということになりましたけれども、私はその時に誠

に失礼ですけれども、「事なれり」と思ったわけです。その後この審議会が作られましてそ

の端っこに参加させていただいたわけですけれども、その時の基本的な方針が合併したと

ころも等しく市民サービスの低下をきたしたらいけないと。これは 低限守らなければい

けないというのがあったと思います。その時の熊本市は大きいから２つか３つに分けて、

その他の植木と城南の方々は役場を中心とした区が出来れば５区か６区かその辺で出来る

のかなと簡単に思っていたわけです。ところが、この審議会に参加させていただいてそう

簡単にはいかないと思いました。会議を重ねるにしたがってここに書類でコメントを出し

ましたけれども、どちらかというと一つ一つ皆さんの了承を得ながら積み上げていかなけ

れば何度も後戻りしたり、行ったり来たりしたりするというようなことになりますので、

やはり今まで積み上げてきたものを基本にいろいろ考えてみますと、もちろん新しくでき

たところの交通体系とかもありますけれども、これは先ほどからご議論の中にありました



ように今は何でもかんでも官がするのではなくて、官から民営ということが盛んに言われ

ておりまして、自然とそこに交通機関としての参加があるのではないかと。要するにペイ

しなければ自然と消えていくものでございますけれども、そこのご議論が先ほどあってお

りましたけれども、それはまた別といたしまして、基本的に私は５区案をベースにしてそ

してその案で不足するところのいろいろな線引きの具合を若干修正を加えていったらどう

かなというように考えてこういうふうなコメントを差し上げたわけでございますのでよろ

しくご検討いただきたいと思います。 
 
会長 
 ありがとうございました。 
 それでは、岩永委員お願いいたします。 
 
岩永委員 
 富合の岩永でございます。結論から申し上げますと、５区案で編成をしたいと考えてお

ります。それから区役所は富合総合支所で建物は立派なものがございますのでこれで十分

区役所の機能を発揮すると思います。それから駐車場、広場等も広いスペースがあります。

それから道路も３号、５７号、ウキウキロードと田迎木原線があり中心部に行くのも非常

に便利であると考えます。それから皆さんもご存じかと思いますけれども、車両基地の建

物がほとんど出来上がっております。いろいろ考えますと見学者たちも非常に多くなって

くるというようなことで大きな車両基地が出来ております。これを起爆剤として熊本市の

南の玄関口として発展していくだろうと思っておりますので審議をよろしくお願いします。 
 
会長 
 ありがとうございました。 
 それでは、新立委員お願いします。 
 
新立委員 
 民生委員を代表いたしまして出席をいたしております新立でございます。私も 初出席

をいたしました時に５区案６区案という意見がありましたけれども、５区案で１０万から

１５万という人口で区を設定した方がいいんじゃないかなと思うんです。あまり小さい２、

３万の区というのもいろいろな面で経費もかかるような気もしますし、５区案でしたら地

図を見ますと線引きは私も行ったことがないので良いとか悪いとか言えませんけれども、

だいたいの均等した区割りになっているのではないかというふうに思っております。区役

所の位置については一応意見をということで文書をいただきましたけれども、区が決まら

ない限り区役所をどこに置いた方がいいとは言えないと思いますので、一応５区にするの

か、４区にするのか、６区にするのかをはっきりした上で検討した方がいいのではないか



と思います。以上です。 
 
会長 
 ありがとうございました。 
 南委員のご意見は会議資料の１７頁の下の方に書いてあります。南委員はこの審議会で

も何度か城東小学校の子どもたちのことを心配してご意見を言われておりまして、現在の

城東小学校の子共の半分近くが上熊本から来ているということで今回の区割りでその子供

たちが城東小学校に行けなくなるのではないかというようなことをご心配されていたわけ

ですけれども、仮に区で上熊本と城東小学校とが分断されたとしても城東小学校の場合は

現行の状態でいいというお話を聞きましたのでその件については何も言うことはありませ

んというご意見です。そして区割りについては５区案を支持したいとおっしゃっておられ

ますけれども、この区割りについて「５区案を支持する。」の 後のところで「区役所が遠

すぎるということで意見が出ているが、交通アクセスについて少し展望を示してほしい。

特に２月２２日のテレビで武蔵ヶ丘にお住まいの方がバスで植木町役場に行くというのが

ありましたが、そうしたことについても少し配慮してほしい。」というようなご意見でござ

います。 
 以上が５区の案についての文書でいただいた意見でございます。それから 後でござい

ますが、次の１７頁の終わりから１８頁にかけまして森 徳和 委員から４区案について

も検討をした方がいいのではないかということで４区案及び５区案についてのご意見をい

ただいております。森委員、ご説明をお願いいたします。 
 
森 徳和 委員 
 私の意見は資料の１７頁から１８頁にかけて書いてありますのでお読みになってくださ

い。私が言いたかったことを一言で申しますと、今回区割りの線引きを決めていく上で可

能な限り市民の意見を取り上げて修正をしていくべきではないかということです。これま

で案を示しまして、説明会、パブリックコメント、アンケートということを実施してきた

わけですけれども、その中で様々な意見が出されていると。全てを取り上げることは不可

能ですけれども、可能なものは取り上げてやはり市民の意見をもとに案を作り上げたとい

う形を作るのが必要ではないかというふうに思います。よくあるのは行政が何らかの計画

をして進める時に初めに計画有りきというか、案が決まっていて手続き的に意見は聞くけ

れども、それは聞いた形にすぎないと。結局何も意見が反映されないということで市民に

不満が残るということがままあります。そうしうことを避けて、市民の少しでも多くの人

に受け入れていただくためには、可能な修正については、取り入れて実施していくべきで

はないかというふうに思います。以上です。 
 
 



会長 
 ありがとうございました。森委員がおっしゃった方向でこれからの審議も進めてきたい

と思っております。 
 以上で、文章でいただいた修正案あるいはご意見についての説明を終わらせていただき

ますが、只今各委員から提案がありました修正案、それからご意見についてですけれども、

いずれにいたしましても本審議会で検討案として市民の皆さんにお示しいたしました５区

案６区案と合わせてこれから議論を進めたいと思っております。今の時点では赤星委員か

らも３区というご意見をいただいておりますので３区から６区までの案が提出されており

ますが、４区の案、５区の案については住民のアンケート調査も含めましていろいろな意

見が出ておりますので４区案、５区案は後で議論するといたしまして 初に３区の案、そ

れから６区の案についてこの審議会の皆さんのご意見をお伺いしたいというふうに思って

おります。３区案について赤星委員のご意見で触れられております。なお公明党市議団か

らも２月１０日付けで３区の案がありまして、皆さん方にもお配りして説明をさせていた

だいておりますが、この３区の案につきまして皆さんいかがお考えかということをお伺い

いたします。いかがでしょうか？会議資料で言いますと１５頁のところで一番上が赤星委

員のご意見で基本的な考え方は区画の数は３ないし４というご意見が出ておりますので３

について皆さんのご意見をお伺いしようということです。ただ、具体的な区割りの図面と

いうのはありません。どなたかご賛同される方はいらっしゃいませんでしょうか？ 
 はい、上野副会長。 
 
上野副会長 
 ３区案については具体的には要望書等でいくつかの政党さんがだされて、それから考え

方としては赤星委員がこういう案もあるんではないかと出されておりますが、基本的には

政令市を作る、先ほど中尾委員がおっしゃられた、政令市を作るということで、多くの方

が一生懸命努力され、困難な合併を乗り越えて今に至っています。合併の際にもこれら要

望されている党は、当時は住民に身近な選挙区を合併反対の理由に掲げておられましたが、

今になれば非常に大きな割らないほうがいい、政令市になんでなるのみたいな話すら感じ

られるような気がいたしまして、この３区案というのは委員さんのご意見の中にも他にも

ご支持はなかったようですので、まな板から外して検討できるのではないかなと。それか

ら少し先走りますが６区案についても検討されておりますので外して４区と５区の中でご

検討していただくのがいいのではと思います。 
 
会長 
 ありがとうございました、赤星委員から先ほどご説明でも、そういったような趣旨でし

たので、そうしましたら３区案につきましては、この審議会の検討から外させていただき

たいと思います。 



 続きまして、今回は殆んどご意見がありませんでしたが、今上野副会長から少しご発言

がありましたが、この審議会で５区案と一緒に市民に提示しました６区案についての扱い

ですけれども、これは第５回に委員の皆さんお一人お一人にどの案にご賛成かと意思を確

認させていただいた時には、戸内委員と大澤委員と林委員と村上委員が６区の案に賛同さ

れたという風に記憶しております。戸内委員と大澤委員は４区案をご提出されていいます

ので今の時点では６区案ではないということでよろしいですね。 
 それから林委員と村上委員は今の時点でどの様な意見をお持ちかお伺いしたいのですが。

林委員いかがでしょう。 
 
林委員 
 私があの時に発言させていただきましたのは、事務局のほうで提出していただいた理由

が、新たに合併する地域の要望を盛り込んだと説明をうけましてので、この場合は１０万

人から１５万人という人口の基本的な考え方と新たに合併する地区の要望を盛り込んだも

のを同じ土俵で検討すべきと考えて、まあ少数意見というのは分かっていましたけれども、

全くあげないのもいけないと思ってあえて言わせていただきました。 
現在の考えは、数字でいきますと５区に修正を加えた５区の④に賛同させていただいたら

と思います。 
 
会長 
 はい、ありがとうございました。それでは村上委員いかがでしょうか。 
 
村上委員 
 先般の５区案６区案の提案があったわけですが、あの時点で、どっちがいいということ

はなかったわけですが、ただ龍田校区なり或いは弓削校区なり楠校区なり、そこら辺の５

校区が中心になってまちづくりを龍田公民館を中心にやってますもんですから、そこらへ

んからのご要請もございまして、植木町の区役所ということが出ておりましたので、それ

ではあまりにも交通アクセスが悪いじゃないかということで、６区案ということを申し上

げたわけですが、５区案の修正が２，３でておりますので、５区案の修正ということで私

も意見いたします。 
 
会長 
 ありがとうございました、そうしますと６区案に賛成されていた委員は、今ご説明があ

ったように今の時点では他の案に考えを変えておられるということです。他に委員の中で

６区案に賛成される方はいらっしゃいますか。いらっしゃらないようですので、それでは

この審議会の検討の対象から６区案についても外させていただきたいと思います。 
 続きまして赤星委員、戸内委員と大澤委員の共同の提案となっております２通りの案が



ありますが、４区の案について検討したいと思います。なおこの４区の案についても、事

前にご説明させていただきましたとおり、公明党市議団からも４区の提案があっているこ

とを申し添えます。それでは、この４区案について委員の皆様からご意見をお伺いしたい

と思います。いかがでしょうか。はい赤星委員。 
 
赤星委員 
 私の４区案と庁舎も一緒に書いてますが、庁舎については新立委員もおっしゃったよう

に区が優先して庁舎については意見はカットされて結構です。４区案②で結構です。 
 
会長 
 ４区案の②で結構ですということですので、４区案の②についてのご意見をお伺いした

いと思います。いかがでしょうか。 
私から一つだけ提案者の方にお伺いさせていただきます。具体的な区役所の場所として、

県道田迎木原線と県道神水川尻線との交差点付近に新設というご提案になっていますが、

これは具体的な用地の目途はお持ちなんでしょうか。 
 
戸内委員 
 用地の目途と言いましても、委員ですから場所の目途とかはないです。それはあくまで

も行政の事務局の役割ですから。 
 
会長 
 ただし、この審議会で作りました区役所の位置を決める場合の基準としては一つは既存

施設を出来るだけ活用しようということ、それからもう一つは用地確保の可能性というこ

とで政令指定都市移行までの限られた期間内に適当な規模の用地が確保できることが必要

というふうになっておりますので、具体的にこのあたりにそうした用地の目途をお持ちな

のかどうかというのをお伺いしたわけです。 
 
戸内委員 
 ただですね、以前申し上げたと思いますが、７３万になったから区割りをしようという

のではなくて、将来８０万都市１００万都市を目指す中での区割りを考えるべきだという

のが私の考えであるし、そういう中で区役所の位置はどこがいいのかということですね。

だから区役所の周辺には人口が多くないといけないと思います、それから商業施設、ある

いはまた病院施設等が多くなければいけない、またそれが将来可能かということを一つは

考えるべきだろうと。たまたま私どもが言っている土地は、市街化調整区域となっており

ます。それは事務局の方で区役所を作ることについては、その調整区域を除外するという

ことは政策的には可能ではないかと。田迎木原線に提案をしておりますけれども、この近



辺に市民センターが２箇所ほど川尻と幸田がありますよね。区役所が建てばこの市民セン

ターも廃止してもいいじゃないか。いわゆる将来的なランニングコストが、当面新しく作

ることによってコストが高くなるけれども、将来３０年５０年考えたときには、そういう

ところの市民センターは要らなくなると、行財政改革ができはしないかということですね。

それから交通の利便性についても、私ども城南町においても今熊本市に向かっているのは

２６６号、田迎を通る旧道若しくは浜線を通る。そういう方向で向いております。ですか

ら交通の利便性等からいってもこの辺が一番よろしいんではなかろうかと。それから、旧

免許センターについても確かに１万３千㎡位の面積がございます。施設の用地については

６千㎡くらいが目途になっておりますけれども、将来１万３千㎡を買ってここに区役所を

１つ作るにしても、余分な土地は区の色んな施設を考えられしないかということを含めて

提案を出しているというところです。 
 
会長 
 はい、ありがとうございました。他の委員から何か。はい、どうぞ。 
 
森日出輝委員 
 私は案を出していませんけれども。西部の方が５案の③と④とでておりますけれども、

前の案には飽田と天明が入っていないわけですが、特に海岸べたは７つの漁協があるわけ

ですね。それも合併しろと今いわれています。そういうこととＪＡも西部市民センター前

に農業センター施設を作りたいというような要望がでているようなことをききました。消

防署も今、小島の渋滞するところにあるから、これも城山の西部市民センター前に作りた

いという要望が出ております。そういう飽田天明も水産業と農業も一体となってここにお

願いしたいということでございます。区割りについては今後勉強させていただきたいと思

います。以上です。 
 
会長 
 はい、ありがとうございました。森日出輝委員がおっしゃりたいのは４区案についてと

いうことではなくて、 終的な区割り案の中でそういうことをということですね。 
 他にご意見いかがでしょうか。はい上村委員。 
 
上村委員 
 区役所の数が少なければ少ないほど、財政的にはメリットがありますが、ただまちづく

りとか、それから住民サービス面を考えた場合には、財政面だけのメリットを注視して区

役所づくりをするというもならないと思います。現に、先ほども触れましたように、一番

市民に密着した中で事務事業を展開しております、保健福祉センターあたりは、一つ施設

が廃止するということになりますと、相当住民の利便性を損なうということにもなります



し、それから今度政令市になりますと、福祉事務所の設置も検討されることになります。

ここは、ご案内のとおり生活保護家庭とか保育所という住民と密着した中での事務事業を

しなければならないので、少なくとも５箇所くらいは拠点施設を作るべきだと思いますし、

今一時棚上げをされている形になっていますけれども、消防組織の再編というのも将来は

当然出てくると思います。いわゆる市民の安全安心のまちづくりの一つの拠点であります

ので、この消防についても以前計画されておりました５署体制というのがベターではない

かと思いますし、そういうような特に将来の区政のことを考えますと４区よりも５区の方

がよりメリットがあるんではないかということでご意見を申し上げました。 
 
会長 
 はい赤星委員。 
 
赤星委員 
 財政のことですが、その財政によって縛りをする、住民サービスに逆行するのではない

かというお話ですが、結局、区役所が増えると人員配置も多くしないといけないですよね。

そうすると正規の職員ではなくて嘱託とか色んな形の増員しか考えられないという結果に

なると思うんです。私たち福祉の仕事をしておりますと、やっぱり福祉の専門職を入れな

いと、いくら人間がいっぱいいてもいい結果が出ないわけですよ。先だっても児童相談所

に専門職を置いてほしいといったわけですが、実際はそうはいかないわけですよ。だから

有能な人材をしっかり確保するためには広くすると、そんなに財政は豊かでないから、サ

ービスの効率はかえって悪くなるという懸念をするわけですよ。いい人材をお金を出して

どんどん入ってきたらいいわけですよ。そういう状況にない、今まで本庁で一生懸命やっ

ていた人を５つに分けなければいけないんでしょ。そうすると一人ずつではいけないし３

人専門で区役所に配置しなければいかないのかなと。大変な財政になるのではないかとい

うことで私申し上げたんですけれどもね。有能な人材、手厚く給料を出して、配置するだ

けの財力が勿論あればいいと思うんですけれどもね。 
 
会長 
 はい、ありがとうございました。崎元委員。 
 
崎元委員 
 今の赤星委員のご意見はちょっと意味が良く理解できなかったんですが、少し専門職と

か詳しい話だと思いますけれども、そういう人員配置については、５区案と６区案を議論

したときに、５区案は現体制でやれるというふうに事務局がお答えになったと。それは間

違いございませんでしょうか。６区案になると不足すると。 
 



会長 
 はいお答えしてください。 
 
事務局 
 はい間違いございません。付け加えさせていただきましと、先ほど赤星委員がおっしゃ

いました、児童相談所とか福祉の専門職が必要な業務については、区役所に業務を下ろす

予定はございません。今大江の交通局の横に子どもセンターの建設準備にかかっておりま

すけれども、ここで一括してそういう専門職は集めたいと考えております。 
 
会長 
 児童相談所は今回新たにできるわけですよ。 
 
崎元委員 
 それで４区案の②に対する意見ですけれども、今までの議論でもありましたけれども、

初期投資に限ってですが、やはり新規に区役所を作ると２区ですね、これはかなり詳細な

検討を、前回出されましたので私もよく見させていただきましたけれども、初期投資費が

多くなるという点少し。新しく作ることが許されるならどこでも新しく作ろうという議論

になってしまう。現有に充分な建物があるわけですからそれを活用するというのが基本の

原則を守ることではないかというふうに思います。ただこの４区案の②というのは今まで

のパブリックコメント等の意見を非常によく吸収されているということで検討に値する案

だと思いましたけれども、今の区役所新設という費用の点と、Ｂ区の部分がこれも色んな

ご意見でちょっとどうかと思いますが、中央に入りたいという市民の皆さんがおられると

いうことを配慮されたという部分があるかと思いますが、ここの区域のコンセプトは何だ

ろうかと地域開発とか発展とかですね。中央市街地と西の方をくっつけているということ

ですけれども、ここのコンセプトも理解できないということ。それから、選挙等々では比

較的区の人口は多い方がいいというご意見もあるんですが、やはりこの２４万或いは２５

万に近い区というのは、今までの原則を少し外れているのではないかという点について少

し無理があるのではないかという感想を持ちました。 
 
会長 
 はいありがとうございました。はい大久保委員。 
 
大久保委員 
 ４区案の②というのは私の提案してます５区案の③との違いですね。北のＡ区というの

は４区案の②も５区案の③も一緒ですね。東の方、４区案の②でいくとＣ区ですが、この

中の西原、帯山、帯山西、砂取これをどちらかにいれるというというところが５区案の③



と違うところ。それから、もう一つは飽田天明をどうするかというのが違う。ということ

で西原、帯山、帯山西、砂取これを東にいれるか真ん中にくっつけるかということもあり

ますが、大きな違いは飽田天明をどっちかにいれるかということが一番違う。今、崎元委

員がおっしゃたように中央の部分と海側の部分というのは、少しコンセプトがまちづくり

としても違うよという話と、先ほど森委員がおっしゃった海に沿った地域の特異性という

のを見ていくという意味では、やっぱり飽田、天明というのは河内、小島、中島この辺と

の一体感というのがある。 
 
会長 
 はいありがとうございました。何人かの委員さんからご意見やご質問のようなことをお

伺いしましたが、提案者としてはいかがでしょうか。 
 
戸内委員 
 Ｂ区の市の中心部と海岸の方が一緒というのがちょっとという質問がございましたが、

４区を考えたもとしては、５区案あたりに示されているとおり市の中心部と郡部を区別す

るのはいかがなものかと。都市部と郡部を一体とした田園都市構想的な感じでかんがえて

もいいのではなかろうかということでＢ区ということにしたんです。 
 
会長 
 あと崎元委員からもご意見あったかと思いますが。特になければ。 
 他に何かご意見ありませんか？ 
 はい、坂田委員。 
 
坂田委員 
 私も傍聴は来ていたんですけれども、初めてで。そういう中で今日は５区が一番皆さん

方の考え方の中のでは多いと思うんですけれども、結局５区の中でも江藤委員やそれぞれ

の提案者の皆さんの説明の中に、例えば５区の②から③、④という形があります。そうい

う中で②の場合には法定協議の中で植木を区役所にするというようなことを、それはあく

までも私も傍聴して聞いておりますと植木町を単独区とした場合に区役所とするというこ

とを法定協議で謳ってあるということでございます。それから違いというのは中央区の周

りが５区の場合で③と④では池田とか花園とか城西も今の形ではＣ区に入れてあります。

先程私も交通体系の中で申し上げたんですけれども、例えば池田、花園、城西、この辺の

地域を西部、南部の方に交えるということは、交通網がどうなっているのかということを

皆さん方もお考えいただきたいと思うんです。今の形では市役所に向かっての交通網だけ

しかありませんので。ただ人口とかそういう形だけではなくて、やはり現実の市民の皆さ

ん方の足も十二分に考慮していただきたいと強く思った次第でございます。いろいろこれ



から絞っていかれると思いますが、その辺のことを先達てからのアンケートまたはパブリ

ックコメント、その辺の市民の皆さんの意見というのを十分尊重してほしいというのをつ

くづく私自身も考えております。 
 
会長 
 ありがとうございました。交通体系について再度のご意見だったと思います。これは４

区案を議論するにしろ、５区案を議論するにしろ、いずれの案にしても共通かと思います

のでそういうことで委員の皆さんも審議にあたっていただけたらと思いますが、４区案に

当たって何かご意見ありますか？ 
 はい、赤星委員。 
 
赤星委員 
 さっき地域のコンセプトのことですごくいいお話があったのですが、私は今の熊本市が

市庁舎を中心に熊本城というシンボルがあってそこでのまちづくりという形を考えられて

いるわけです。だけれども、実際にはイベントがあると人がワーっと来ていますが、普段

はドーナッツ現象ではないかというぐらい買い物客も市外の方に行っています。そういう

意味では庁舎に集まる人口は少なくしない方がいいというのがあります。そういう意味で

この区割りの方がより現状を無理せずに発展させながらいくんじゃないかと考えるんです

けれども。 
 
会長 
 ありがとうございました。他に４区についての意見ありますか？ 
 委員の皆さんから４区についてのご意見をお伺いいたしましたけれども、４区で行くべ

きだとご主張されたのは大澤委員と戸内委員と赤星委員の３人かと思いますが、他に４区

を支持されるという方はいらっしゃいますか？そうしましたら４区を支持される方はそれ

ほど多数ではありませんので、大変いろいろ熱心にご説明いただきましたけれども、４区

につきましてはこの審議会の検討の対象から外させていただくということでよろしいでし

ょうか？ 
 
（はい、との返答） 
 
会長 
 そうしましたらそのようにさせていただきたいと思います。 
 続きまして、残ったのは５区案ということです。５区案につきましては大久保委員、崎

元委員、江藤委員、それから米村委員からご意見をいただいております。その中でそれぞ

れのご提案を拝見させていただきましたし、先程のご説明もお伺いいたしましたけれども、



米村委員のご主張は飽田、天明と北の方にある松尾とか小島とか中島、そういったところ

が生活形態とか産業構造とか似ているから一帯にすべきというご主張でよろしいですね？

そうしますと大久保委員、崎元委員のご主張と違いますのは東部の地区で龍田とかをどう

するのかとか西原とかをどうするとかというような違いかと思いますが。米村委員、そち

らの方は大久保・崎元案でいいということであれば米村委員の案も一緒にさせていただい

て１つの案で議論するということにしたいのですが、よろしいでしょうか？ 
 
（米村委員、はいとの返答） 
 
会長 
 そうしましたらそうさせていただきたいと思います。そうしますと、現在私たち審議会

の審議の対象となっていますのは、本日、江藤委員から提案していただいた案、第４回の

審議会で決めていただきました５区案、それから今の大久保・崎元案に米村委員の案を一

緒にしたこの３つの案ということになりますので、この３つの案につきまして皆さん方の

ご意見をお願いしたいと思います。どなたからでも結構ですのでお願いします。 
 では、上村委員。 
 
上村委員 
 ５区案の③です。私の方になりますけれども、Ａのところから龍田をはじめ５校区が東

の方に白川を渡って移されておりますけれども、これはご案内のとおり非常にいろいろな

ご意見が飛び交ったところでここを移しますと北部町は龍田あたりと一緒の区を作ってほ

しいとか、あるいは清水関係については、６区案が出来ないのであれば中央の方に入れて

ほしいとかいろいろなご意見が出ている中で龍田関係あたりを東の方に移すということに

なりますと収まりがつかないような状態になることが予想されます。それと例えば麻生田

と楡木校区は、麻生田校区から分かれているんですよ。ですから日ごろのコミュニケーシ

ョンでの関わりとか、あるいは消防団を麻生田と楡木は一緒にやっているということでそ

ういう面において、龍田５校区を白川を渡らせるということになりますと、ちょっといろ

いろ差しさわりも出てきますし、そういう面ではここのＡ区については据え置きの形にす

べきだと私は考えております。 
 
会長 
 ありがとうございました。龍田等５校区についてのご意見でした。他にいかがでしょう

か？ 
 はい、上野副会長。 
 
 



上野副会長 
 区の数については５区にしましょうとなったわけですが、江藤委員さんの案は少し異質

ですので置いておくとして、他の案を見ますと違いというのは飽田、天明を海沿いで一つ

にすると。そして全体の人口バランス等を考えて非常にバランスの取れた案が提案されて

おります。それから上村委員さんがおっしゃられた龍田、武蔵の取り扱いです。それから

西原をどちらにするか、この３つの論点が提示されているんだろうと思います。今後進め

ていく中でこの３つを全て体現した形で案はそろっていないわけでありまして、これは一

つのご提案ですが、例えば今おっしゃられたように龍田あるいは弓削や武蔵を東部に入れ

るとか、あるいはそのまま。あるいは海沿いの一体感をとるのか原案をとるのか、少しコ

ンポネントに分けてご意見を集約していただければいいのかなという感じがしました。当

初私は海沿いの方々が原案でそんなに違和感も出ていなかったようですので原案でもいい

のかなと思っておりましたが、今日、何人かの方々に一体感があった方がいいというお話

も伺いましてそういう地域の方々の思いもあるのかなと改めて思ったところでした。以上

でございます。 
 
会長 
 ありがとうございました。上野副会長からご発言があったとおり、いくつかポイントが

ありますのでそれについて議論したいと思いますが、本日のところは皆さんから今日ご覧

になったこの５区案の３つの案につきましてご意見をいただこうと思います。いかがでし

ょうか？提案者に対する質問でも何でも結構です。 
 はい、坂田委員。 
 
坂田委員 
 私は先ほど５区案とお話ししたので４つの案はちょっと考えがアレだったんですけれど

も、今副会長の方から言われましたように、５区の案で②③④があるわけです。それから

事務局の方から出したのがある。その中で違いというのが副会長がおっしゃられたような

ものと、植木を別にするのか、北の場合は龍田地区を東部に入れるのか。それと中央部の

池田、花園、城西を中央に入れるのか、入れないのか。それと西南部を分けるのか、分け

ないのか。これはちょっとお尋ねしたいんですけれども、この中で区役所の位置も③案と

④案には記してありますけれども、これで行くということですか？ 
 
会長 
 区割りと区役所の位置は密接に関連しますので、これまで一つのテーマとして議論して

きています。それで実際ご提案あった案では、区役所の位置も区割りも３案では示してあ

りますからこれを基に皆さんに議論してもらっているところです。但し、江藤委員から提

案がありました案では区役所の位置が書いてありませんので、これについてはご質問しよ



うと思っていたところなんです。区役所の位置についてはどうお考えなのか。但し、それ

ぞれの案がこの区割りにはこの区役所というふうに１００％それに固定されているという

わけではありませんから、いろいろな案を審議していく中においてもし違う議論が出れば

それは議論していいと思います。考え方としては、たぶん区割りが決まって、その次にそ

の区割りの中で一番いい区役所が決まるというふうに思いますのでそういう意味で私は議

論の過程の中でいろいろな折束案というもの出てくる可能性があるというふうに申し上げ

ました。 
 
坂田委員 
 例えば、Ａ区の場合の大きな問題は龍田をＡ区から離すか離さないかというのと、植木

と単独とするかしないかというのだと思うんです。その中で当然パブリックコメントとか

いろいろな中で一番出ているのは龍田とか旧市内の皆さん方が交通便的に絶対行かないと

いうようなことが出ているわけです。そういうことが現実的にあります。なら清水の市民

センターであればいいとか現時点では出ているものですから、会長がおっしゃったように

あくまでも植木総合支所をＡ区の場合はそれで一本で行くのか、その辺がはっきりしない

となかなか。私の個人的な意見ではこれでいいとは思うけれども、区役所の問題ではこれ

では市民の皆さんの反発が大変だと思いますし、その辺が私が一番不安なところです。 
 
会長 
 それで江藤委員にお尋ねしたいのは、江藤委員の案では区役所の位置が示させておりま

せんが、そのあたりについてはどのようなお考えなんでしょうか？５区案の②というのが

江藤委員のご提案だと思いますが。違いますか？ 
 
江藤委員 
 説明します。５区案としましては植木は単独で結構ですと。植木総合支所ということで

す。それと清水地域は清水市民センター。私ども区割審議委員で調査に行きまして私は適

切な場所ではないかと思っております。それからＣ区については西部市民センターを拡張

すれば、用地買収もできるのでこれはそこで結構ではないかと。西部地区２本の道路も通

っておりますし、非常に交通便も非常にいいので西部市民センター。それから中央区役所

は市役所。それからＥ区については県の免許センターで行ったらどうかといったふうに考

えです。 
 
会長 
 ありがとうございました。今ご説明があったような区役所の位置をお考えということで

皆さんご検討いただきたいと思います。ということでこの３つの案につきまして引き続き

ご意見ありましたらお願いします。 



 はい、牧野委員。 
 
牧野委員 
 今植木が単独というお話が出てきておりますけれども、もともと私たち植木としては単

独は望んでいないということで、 初からこの話は出したつもりであります。それで基本

的に区割なり、区役所の位置なり確認を今までしてまいりましたのでそのことを支持して

きておりますのでどうか植木は単独は望んでいないと。均衡ある発展を望むということで

私たちは基本理念で来ておりますのでそのことでご理解いただきたいと思っております。

以上です。 
 
会長 
 ありがとうございました。 
 それでは、江藤委員。 
 
江藤委員 
 今、牧野委員からお話がありましたけれども、植木の問題につきましては法定協で一度

たりとも拡張の問題はありませんでした。区役所を下さいという説明でございましてこれ

は一切の確約もなかったわけでございます。これは当時法定協の時にそういう議論は一遍

も出ておりません。 
 
会長 
 牧野委員いかがでしょうか？ 
 
牧野委員 
 研究会あるいは法定協の中では、区役所については植木に持ってくるという話になって

おりまして、区割りの話はおそらくその中で話はなかっただろうと思います。どこで割る

か話はなかったかということで事務局にもう一回確認をしたいんですが、その区割があっ

たのかなかったのかです。 
 
会長 
 それでは、事務局から法定協の経緯について説明をお願いします。 
 
事務局 
 法定協につきましては、江藤委員がおっしゃったように区役所の位置を当時の植木町役

場にするということは議論いたしましたけれども、具体的な区割りについては法定協議会

の場では一切やっておりません。 



 
会長 
 それでは、崎元委員。 
 
崎元委員 
 ５区案②についてですが、今ご議論なったように植木の単独区というのは 初の６区案

の時にかなり議論して、法定協議会でどうこうということではなくて、今区割りをここで

議論している。その議論の中で植木地域の人たちは単独区を望んでいないというご説明が

あったと思います。その他に少し問題だと感じますのが、人口バランスです。単独区が出

来ると当然その時の議論でもありましたように３万の区が出来るということで、城南の方

もそういうことで非常に問題があるのではないかと。バランスあるいは発展性に問題があ

るのではないかということがありました。それで５区案の②というのは人口バランスがそ

ういう意味では３万と２０万で７倍です。７倍の大小の区が出来るというのは非常に全体

の市としての運営に問題があるのではないか。あるいは税収入と投資のアンバランスを生

むのではないかというふうに思います。それからもう１点、これはあまりこれまで議論が

なかったのは面積の話ですが、こういう案が出てきたのでこういう議論も若干しないとい

けないと思いますが、面積バランスは、この案では５倍であります。特にＣ区の利便性と

いうのは非常に住民にとっては問題になるのではないかというふうに思います。さらに広

いＣ区のコンセプトといいますか、この地域をどういうふうに考えてどういうベクトルで

町が発展するのかというのが少し見えないというふうに思います。以上でございます。 
 
会長 
 はい、江藤委員。 
 
江藤委員 
 今、崎元委員からありました交通バランスと面積について、私は反論したいと思います。

これにつきましては、交通の面は、今は車社会でございますのでＣ区は広い面積かもしれ

ないけれども、交通の利便性から見ると非常に一番いいんじゃないんでしょうか。逆にＥ

区とかＢ区とかというのよりも田迎から城南に向けての田迎木原線とか、田迎新港線ある

いは新しい港線とか道がたくさん通っております。私は田迎に住んでおりますが、田迎か

ら城南あるいは富合に行くのに１０分で行けます。あるいは河内は１５分で行けます。そ

れは交通渋滞を考える東部やＥ区域やＢ区域よりかは交通の利便性は非常にいいと私は考

えております。それから面積の問題については、他の政令都市を見てみますと３万のとこ

ろもございますし、市の考え、合併の成り行きでいいのではないかと私は考えております。 
 
 



会長 
 人口についても崎元委員から７倍近い開きがあるのではないかというご指摘がありまし

た。それからこれは５区案６区案を審議した時にもそういうご意見があったのは、植木だ

け単独にしますと人口が３万ぎりぎりということで、全国で今一番小さな区が堺市の３万

９千だったかと思いますけれども、それよりも１万近く少ない全国で 小の区が生まれる

という指摘もあったわけですが、そのあたりについては江藤委員、いかがでしょうか？ 
 
江藤委員 
 第１回目の区割り審議会では１５万程度にしようというお話がありました。しかし私ど

もの頭の中には初めから合併区とは別問題という理念が法定協の中あるいは研究会の中で

あっておりますので、逆に言うと赤星委員が出された４区案が一番正常な当初の考え方で

ございます。ですから、私は人口の問題、例えば植木を単独区にして今の北部の皆さん方

はずっと不自由しながら熊本に来ております。これを逆に流れることについて。あるいは

市民説明会で龍田あたりも相当な反対の議論が出ております。また私は田迎に住んでおり

ますが、田迎、御幸、田迎南の３校区だけで人口８万人ぐらいいます。ですから人口バラ

ンスとか交通の利便性を考えると私はそう問題ないと。市がよほど新しい道路を作るとい

うことでない限り私は西部地域の一体化というのは仮に私はいいと思いますし、あるいは

極端に言うと一番交通の行き来が不便なのはＢ区じゃないでしょうか。Ｂ区は交通体系が

うまくいっておりませんし、非常に住民の皆さんにご迷惑をかけるのはＢ区と思っていま

すよ。 
 
会長 
 ありがとうございました。これから５区の案で審議を進めるということ、それから５区

の案について３つの案に集約するというところまで今日は進めさせていただきましたが、

そろそろ時間もまいりましたので、本日はここまでにさせていただきまして、また皆様方

今日の議論を踏まえて次回に備えていただければというふうに思います。私の希望といた

しましては、次回の審議会におきまして今あります３つの案を１つの案に絞り込みたいと

いうふうに思っておりますので、委員の皆様には再度持ち帰ってご検討いただいて次の開

催ではご判断いただけるように備えていただければありがたいと思いますが、よろしいで

しょうか？ 
 
（はい、との返答） 
 
会長 
 そうさせていただきます。 
 それでは、以上を持ちまして本日の審議は終了いたしますが、 後に次回の日程につい



て皆さんにご相談させていただきたいと思います。すでに皆様方の方に事務局から４月中

のご予定について問い合わせをさせていただいております。それを拝見させていただきま

した結果、皆さん方が一番都合のいい時間帯というのが４月７日水曜日の午前中がいと番

多くの皆さんのご出席が期待できそうな時間帯なんですが、いかがでしょうか？４月７日

水曜日の午前中です。 
 
米村委員 
 午後はいけないんですか？ 
 
会長 
 ７日の午後ご都合が悪い方？ 
 
江藤委員 
 午後は都合が悪いです。 
 
会長 
 ６日の午前中はいかがでしょう？ 初にお願いしましたように私は何とか４月の前半ぐ

らいで答申まで持って行けたらという希望を持っておりまして皆さんにお願いしたところ

です。ざっくばらんに申し上げますと、 初のうちは拙速だとか急ぎ過ぎだというご批判

がずいぶんあったんですけれども、 近はいつまでかけるんだと、いつになったら結論を

出すんだというご意見をいろいろ頂いているんです。私もこのあたりがこのあたりが一つ

の潮時かなというふうに思っているんですが、いかがでしょう？ 
 
会長 
 ６日の午前中に万難を排して参加していただいたらというお話ですが、よろしいでしょ

うか？ 
７日の午前中が一番多くてその次が６日の午前中です。よろしいでしょうか？米村委員

いかがでしょうか？ 
何かご意見がありましたら文書で出していただきましたら皆さんに見ていただきますの

で。そうしましたらそういうことで４月７日水曜日の午前中ということでお願いしたいん

ですが。 
 
江藤委員 
 午前中はいけないでしょう。 
 
 



会長 
 だめですか。６日の午前中ならよろしいですか？ 
 
会長 
 そうですね。６日の午前中でご出席が不可能な方は？ 
 
（委員 挙手） 
 
会長 
 では、林委員は申し訳ありませんが、６日火曜日の午前中に開催させていただきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いします。いろいろ無理を申し上げてすみません。時

間と場所は後でご連絡いたします。では、１０時というところまで決めさせていただきま

す。 
他に何かありませんか？よろしいでしょうか。 
それでは、以上を持ちまして本日は終了させていただきたいと思います。委員の皆様に

は長時間にわたり円滑な議事進行にご協力いただきましてありがとうございました。次回

もよろしくお願いいたします。 
 
終了 12 時 10 分 
 


